
  

  

 

 

  

 

 

 

 

「重度訪問介護従業者養成研修」の講座を通して、障害者福祉に関わる制度や介護技術

について学び、知識や技術を身につけていきたい！ 

そして「地域で暮らしていきたい」「グループホームなどで暮らしていきたい」と願う

「重い障害」のある方達の力になりたい！ …そんな方を募集しています。 

 

研 修 期 間 ： 講義 ２月１８日（水）・２０日（金） 

          実習 ２月２１日（土）～３月３１日（火） 

の間で２日間 

研 修 会 場 ： 神奈川県立地球市民かながわプラザ 大会議室 

実 習 場 所 ： 訪問の家 グループホーム（栄地区/磯子地区/旭地区） 

募 集 人 員 ： ３0名（先着順） 

受  講  料 ： ６,000円（テキスト代含む） 

お申し込み方法 ： ホームページより受講申込書をダウンロードし、FAX にて申込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度訪問介護って？ 

障害者自立支援法に規定されたサービス項目のひとつです。重度の肢体

不自由者であって、常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、

排泄、食事の介助、外出時における移動中の介護などを総合的に供与す

るサービス項目です。 

お申し込み先・お問い合わせ先 

社会福祉法人 訪問の家 障害者ヘルパー養成講座事務局 

〒247-0035 横浜市栄区桂台西２－４－１ 

TEL.045-894-6692    FAX.045-891-9867 

担当：青柳 

訪問の家 ホームページ：http://www.houmon-no-ie.or.jp 


